
省

令

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
法
務
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
法
務
省
関
係
省

令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
法
務
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
法
務
省
関
係
省
令
の

整
備
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
三
十
一
年
法
務
省
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

第
六
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
出
入
国
管
理

及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
第
二
十
条
の
二
の
特

定
技
能
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
本
邦
に
在
留
し
た

期
間
に
は
、
次
に
掲
げ
る
活
動
の
い
ず
れ
か
を
指

定
さ
れ
て
特
定
活
動
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留

し
た
期
間
を
含
む
も
の
と
す
る
。

第
六
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
出
入
国
管
理

及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
第
二
十
条
の
二
の
特

定
技
能
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
本
邦
に
在
留
し
た

期
間
に
は
、
次
に
掲
げ
る
活
動
の
い
ず
れ
か
を
指

定
さ
れ
て
特
定
活
動
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留

し
た
期
間
を
含
む
も
の
と
す
る
。

﹇
一
〜
三

略
﹈

﹇
一
〜
三

同
上
﹈

四

特
定
技
能
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る

こ
と
を
希
望
す
る
者
が
、
本
邦
の
公
私
の
機
関

と
の
契
約
に
基
づ
い
て
、
当
該
機
関
の
業
務
に

従
事
す
る
活
動

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

﹇
２

略
﹈

﹇
２

同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
及
び
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で

あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表
第
１
（
第
１
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
１
条
関
係
）

１
飼
料
一
般
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
、
使
用

及
び
保
存
の
方
法
及
び
表
示
の
基
準

１
飼
料
一
般
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
、
使
用

及
び
保
存
の
方
法
及
び
表
示
の
基
準

（
略
）

（
略
）

飼
料
一
般
の
製
造
の
方
法
の
基
準

飼
料
一
般
の
製
造
の
方
法
の
基
準

ア
～
タ

（
略
）

ア
～
タ

（
略
）

チ
ア
ル
カ
リ
性
プ
ロ
テ
ア
ー
ゼ（
そ
の
３
）

は
、
豚
及
び
鶏
を
対
象
と
す
る
飼
料
（
飼

料
を
製
造
す
る
た
め
の
原
料
又
は
材
料
を

含
む
。）以

外
の
飼
料
に
用
い
て
は
な
ら
な

い
。

チ
ア
ル
カ
リ
性
プ
ロ
テ
ア
ー
ゼ（
そ
の
３
）

は
、
鶏
を
対
象
と
す
る
飼
料
（
飼
料
を
製

造
す
る
た
め
の
原
料
又
は
材
料
を
含
む
。）

以
外
の
飼
料
に
用
い
て
は
な
ら
な
い
。

ツ
～
ト

（
略
）

ツ
～
ト

（
略
）

～
（
略
）

～
（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

電
気
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に

対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

第
三
条

﹇
略
﹈

第
三
条

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

３

前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
一
の

需
要
場
所
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
原
需
要
場

所
」
と
い
う
。）に
お
い
て
、
災
害
に
よ
る
被
害
を

防
ぐ
た
め
の
措
置
、
温
室
効
果
ガ
ス
等
の
排
出
の

抑
制
等
の
た
め
の
措
置
、
電
気
工
作
物
の
設
置
及

び
運
用
の
合
理
化
の
た
め
の
措
置
そ
の
他
の
電
気

の
使
用
者
の
利
益
に
資
す
る
措
置
に
伴
い
必
要
な

設
備
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満

た
す
設
備
（
当
該
設
備
を
使
用
す
る
た
め
に
必
要

な
電
灯
そ
の
他
の
付
随
設
備
を
含
む
。）が
設
置
さ

れ
て
い
る
場
所
を
含
む
必
要
最
小
限
の
場
所
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て「
特
例
需
要
場
所
」と
い
う
。）

に
つ
い
て
は
、
当
該
設
備
の
設
置
に
際
し
、
当
該

﹇
新
設
﹈

令和 年 月 日 火曜日 第 号官 報
〇
法
務
省
令
第
五
号

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
出
入
国

管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
法
務
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
法
務
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に

関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
九
日

法
務
大
臣

上
川

陽
子

〇
農
林
水
産
省
令
第
八
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
三
年
三
月
九
日

農
林
水
産
大
臣

野
上
浩
太
郎

〇
経
済
産
業
省
令
第
十
一
号

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
五
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
事
業
法
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
九
日

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志


